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告   示 
                    

◎世田谷区告示第１号 

 特別区民税・都民税及び軽自動車税（種

別割）の収納の事務については、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項及び第158条の２第１項の規定に基づき、

次のように委託したので告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 委託した相手方 

  ⑴ 名 称 楽天ペイメント株式会社 

  ⑵ 所在地 東京都港区港南二丁目16

番５号 

 ２ 委託期間 

    令和６年１月４日から同年３月31

日まで 

                    

◎世田谷区告示第２号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第３号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第４号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の14及び第59条の４第１項の規定による

指定事項の変更の届出があったので、同法

第19条の19第２号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第５号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第６号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の20第３項及び第59条の４第１項の

規定による指定事項の変更の届出があった

ので、世田谷区指定障害児通所支援事業者

及び指定障害児入所施設の指定等に関する

規則（令和元年11月世田谷区規則第49号）

第７条第１項の規定により告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     てらぴぁぽ

けっと祐天

寺教室 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区下馬五

丁目35番５

号第２Ｔ＆

Ｆビル１階 

 ３ 申請者の名称     （変更前） 

              株式会社マ

サゴ 

              （変更後） 

              株式会社ぎ

ふてっど 

 ４ 変更年月日      令和５年８

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 児童発達支

援 

                    

◎世田谷区告示第７号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の20第１項の規定により指定特

定相談支援事業者を指定したので、同法第

51条の30第２項の規定により告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業者の名称     株式会社ド

ラゴンエン

ピツ 

 ２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

２階 

 ３ 事業所の名称     相談支援ジ

ョイーレ 

 ４ 事業所の所在地    東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

６階 

 ５ 事業所番号      1331204956 

 ６ 事業の種類      特定相談支

援事業 

 ７ 事業の主たる対象者  障害児 

 ８ 指定の年月日     令和６年１

月１日 

                    

◎世田谷区告示第８号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24

条の28第１項の規定により指定障害児相談

支援事業者を指定したので、同法第24条の

37の規定により告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業者の名称     株式会社ド

ラゴンエン

ピツ 

 ２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

２階 

 ３ 事業所の名称     相談支援ジ

ョイーレ 

 ４ 事業所の所在地    東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

６階 

 ５ 事業所番号      1371201078 

 ６ 事業の種類      障害児相談

支援事業 

 ７ 事業の主たる対象者  障害児 

 ８ 指定の年月日     令和６年１

月１日 

                    

◎世田谷区告示第９号 

 令和２年４月14日になされた住民基本台

帳法（昭和42年法律第81号）第23条の規定

に基づく転居届は、事実に基づかない届出

であることが判明したため、この届出によ

る住民票の記載を取り消す。 

 なお、これに基づく次の住民票の写し、

住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書

は、これを無効とする。 

  令和６年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 住所及び氏名 

    住所 東京都世田谷区深沢五丁目

33番３号 

    氏名 保坂 貴司 

  ２ 交付年月日 

    令和２年４月14日から令和５年11

月10日まで 

                    

◎世田谷区告示第10号 

 令和３年２月22日になされた住民基本台

帳法（昭和42年法律第81号）第22条の規定

に基づく転入届は、事実に基づかない届出

であることが判明したため、この届出によ

る住民票の記載を取り消す。 

 なお、これに基づく次の住民票の写しは、

これを無効とする。 

  令和６年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 住所及び氏名 

    住所 東京都世田谷区上馬二丁目

26番20－706号 

    氏名 ＭＥＮＧ ＱＩＮＧＬＡＮ 

孟 慶蘭 

       ＡＮ ＨＡＩＬＯＮＧ 

  ２ 交付年月日 

    令和３年７月13日から令和４年５

月６日まで 

                    

◎世田谷区告示第11号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和６年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   かなでの杜世田

谷 
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別割）の収納の事務については、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項及び第158条の２第１項の規定に基づき、

次のように委託したので告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 委託した相手方 

  ⑴ 名 称 楽天ペイメント株式会社 

  ⑵ 所在地 東京都港区港南二丁目16

番５号 

 ２ 委託期間 

    令和６年１月４日から同年３月31

日まで 

                    

◎世田谷区告示第２号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第３号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第４号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の14及び第59条の４第１項の規定による

指定事項の変更の届出があったので、同法

第19条の19第２号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第５号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第６号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の20第３項及び第59条の４第１項の

規定による指定事項の変更の届出があった

ので、世田谷区指定障害児通所支援事業者

及び指定障害児入所施設の指定等に関する

規則（令和元年11月世田谷区規則第49号）

第７条第１項の規定により告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     てらぴぁぽ

けっと祐天

寺教室 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区下馬五

丁目35番５

号第２Ｔ＆

Ｆビル１階 

 ３ 申請者の名称     （変更前） 

              株式会社マ

サゴ 

              （変更後） 

              株式会社ぎ

ふてっど 

 ４ 変更年月日      令和５年８

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 児童発達支

援 

                    

◎世田谷区告示第７号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の20第１項の規定により指定特

定相談支援事業者を指定したので、同法第

51条の30第２項の規定により告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業者の名称     株式会社ド

ラゴンエン

ピツ 

 ２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

２階 

 ３ 事業所の名称     相談支援ジ

ョイーレ 

 ４ 事業所の所在地    東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

６階 

 ５ 事業所番号      1331204956 

 ６ 事業の種類      特定相談支

援事業 

 ７ 事業の主たる対象者  障害児 

 ８ 指定の年月日     令和６年１

月１日 

                    

◎世田谷区告示第８号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24

条の28第１項の規定により指定障害児相談

支援事業者を指定したので、同法第24条の

37の規定により告示する。 

  令和６年１月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業者の名称     株式会社ド

ラゴンエン

ピツ 

 ２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

２階 

 ３ 事業所の名称     相談支援ジ

ョイーレ 

 ４ 事業所の所在地    東京都世田

谷区池尻三

丁目19番１

号ＩＯビル

６階 

 ５ 事業所番号      1371201078 

 ６ 事業の種類      障害児相談

支援事業 

 ７ 事業の主たる対象者  障害児 

 ８ 指定の年月日     令和６年１

月１日 

                    

◎世田谷区告示第９号 

 令和２年４月14日になされた住民基本台

帳法（昭和42年法律第81号）第23条の規定

に基づく転居届は、事実に基づかない届出

であることが判明したため、この届出によ

る住民票の記載を取り消す。 

 なお、これに基づく次の住民票の写し、

住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書

は、これを無効とする。 

  令和６年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 住所及び氏名 

    住所 東京都世田谷区深沢五丁目

33番３号 

    氏名 保坂 貴司 

  ２ 交付年月日 

    令和２年４月14日から令和５年11

月10日まで 

                    

◎世田谷区告示第10号 

 令和３年２月22日になされた住民基本台

帳法（昭和42年法律第81号）第22条の規定

に基づく転入届は、事実に基づかない届出

であることが判明したため、この届出によ

る住民票の記載を取り消す。 

 なお、これに基づく次の住民票の写しは、

これを無効とする。 

  令和６年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 住所及び氏名 

    住所 東京都世田谷区上馬二丁目

26番20－706号 

    氏名 ＭＥＮＧ ＱＩＮＧＬＡＮ 

孟 慶蘭 

       ＡＮ ＨＡＩＬＯＮＧ 

  ２ 交付年月日 

    令和３年７月13日から令和４年５

月６日まで 

                    

◎世田谷区告示第11号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和６年１月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   かなでの杜世田

谷 

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 3 － 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

世田谷二丁目28

番22号トーリン

ハイツ桜１階 

 ３ 事業者の名称   株式会社かなで

の杜 

 ４ 廃止届受理年月日 令和５年12月22

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第12号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の変更をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和６年１月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定変更番号  第2924号 

 ２ 指定変更年月日 令和６年１月９日 

 ３ 指定変更の位置 世田谷区祖師谷四

丁目354番23の一

部 

 ４ 道路の幅員   1.00メートル 

 ５ 道路の延長   0.25メートル 

 ６ 申請者氏名   旭化成不動産レジ

デンス株式会社 

           代表取締役  高

橋 謙治 

                    

◎世田谷区告示第13号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区船橋五丁目985番20 

 ３ 変更の区域 

    延 長  24.01メートル 

    幅 員  0.02メートルから 

         0.20メートルまで 

    面 積  2.36平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月11日 

                    

◎世田谷区告示第14号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の２第１項の規定により指定地域密着型

サービス事業者を指定したので、同法第78

条の11第１号の規定により告示する。 

  令和６年１月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  ＪＢＴ Ｇｒａｓ

ｉｓ Ｄａｙ 

 ２ 事業所の所在地 東京都大田区新蒲

田２－４－３ 

 ３ 事業者の名称  ジャパンボディテ

クノロジー株式会

社 

 ４ 指定年月日   令和５年12月11日 

 ５ サービスの種類 地域密着型通所介

護 

                    

◎世田谷区告示第15号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和６年１月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   みんなの家 

 ２ 事業所の所在地  静岡県賀茂郡西

伊豆町中745番

地３ 

 ３ 事業者の名称   特定非営利活動

法人みんなの家 

 ４ 廃止届受理年月日 令和５年12月20

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第16号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和６年１月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   レッツ倶楽部上

尾原市 

 ２ 事業所の所在地  埼玉県上尾市原

市315番地 

 ３ 事業者の名称   株式会社むさし

のグランドホテ

ル 

 ４ 廃止届受理年月日 令和５年12月26

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第17号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    39－29 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田六丁目1011番52の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.43メートル 

    幅 員  0.16メートル 

    面 積  1.58平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月12日 

                    

◎世田谷区告示第18号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和６年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    39－29 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田六丁目1011番52の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.11メートル 

    幅 員  0.16メートル 

    面 積  0.01平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第19号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区八幡山一丁目128番６か

ら128番５まで 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  14.71メートル 

    幅 員  2.00メートルから 

         2.01メートルまで 

    面 積  29.51平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月12日 

                    

◎世田谷区告示第20号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和６年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 35－１ 

  ⑵ 35－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区羽根木二丁目1828番６の

内 

  ⑵ 世田谷区羽根木二丁目1826番９の

内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  0.06メートル 

    幅 員  0.20メートル 

    面 積  0.01平方メートル 

  ⑵ 延 長  0.05メートル 

    幅 員  0.30メートル 

    面 積  0.01平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第21号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

令和６年２月20日（第755号）

－ 3－



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 4 － 

 この関係図面は、令和６年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    35－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区羽根木二丁目1826番９の

内から1828番６の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.44メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.30メートルまで 

    面 積  2.91平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月12日 

                    

◎世田谷区告示第22号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月15日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    32－26 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区大原一丁目1070番41の内

から1070番37の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.03メートル 

    幅 員  0.12メートルから 

         0.18メートルまで 

    面 積  1.76平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月15日 

                    

◎世田谷区告示第23号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月15日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    46－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代沢一丁目121番19の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.28メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.28メートルまで 

    面 積  0.80平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月15日 

                    

◎世田谷区告示第24号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月15日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区野沢二丁目92番55 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  11.76メートル 

    幅 員  2.12メートルから 

         2.24メートルまで 

    面 積  25.69平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月15日 

                    

◎世田谷区告示第25号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和６年１月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北烏山五丁目1610番49の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.91メートル 

    幅 員  1.12メートルから 

         1.15メートルまで 

    面 積  9.04平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第26号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和６年１月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第27号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢一丁目130番15から

130番14まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.44メートル 

    幅 員  0.17メートルから 

         0.22メートルまで 

    面 積  2.23平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第28号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ364－06 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区東玉川一丁目101番１ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.25メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  1.61平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第29号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区世田谷二丁目516番12地

先無番から516番18地先無番まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.50メートル 

    幅 員  2.49メートル 

    面 積  33.04平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第30号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    23－Ｇ089－01 

 ２ 廃止する起終点 

    世田谷区世田谷二丁目516番12地

先無番から516番18地先無番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第31号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２
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 この関係図面は、令和６年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    35－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区羽根木二丁目1826番９の

内から1828番６の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.44メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.30メートルまで 

    面 積  2.91平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月12日 

                    

◎世田谷区告示第22号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月15日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    32－26 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区大原一丁目1070番41の内

から1070番37の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.03メートル 

    幅 員  0.12メートルから 

         0.18メートルまで 

    面 積  1.76平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月15日 

                    

◎世田谷区告示第23号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月15日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    46－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代沢一丁目121番19の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.28メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.28メートルまで 

    面 積  0.80平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月15日 

                    

◎世田谷区告示第24号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月15日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区野沢二丁目92番55 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  11.76メートル 

    幅 員  2.12メートルから 

         2.24メートルまで 

    面 積  25.69平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月15日 

                    

◎世田谷区告示第25号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和６年１月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北烏山五丁目1610番49の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.91メートル 

    幅 員  1.12メートルから 

         1.15メートルまで 

    面 積  9.04平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第26号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和６年１月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第27号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢一丁目130番15から

130番14まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.44メートル 

    幅 員  0.17メートルから 

         0.22メートルまで 

    面 積  2.23平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第28号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ364－06 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区東玉川一丁目101番１ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.25メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  1.61平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第29号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区世田谷二丁目516番12地

先無番から516番18地先無番まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.50メートル 

    幅 員  2.49メートル 

    面 積  33.04平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第30号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    23－Ｇ089－01 

 ２ 廃止する起終点 

    世田谷区世田谷二丁目516番12地

先無番から516番18地先無番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第31号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２
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項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ163－06 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢二丁目405番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  30.82メートル 

    幅 員  0.42メートルから 

         0.72メートルまで 

    面 積  19.12平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第32号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区給田一丁目624番３地先

無番 

 ３ 変更の区域 

    延 長  17.28メートル 

    幅 員  1.51メートルから 

         1.64メートルまで 

    面 積  26.80平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第33号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    42－Ｇ154 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区給田一丁目619番１

地先無番から626番３地先無

番まで 

   （新）世田谷区給田一丁目624番４

地先無番から626番３地先無

番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和６年１月19日 

                    

◎世田谷区告示第34号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和６年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    42－Ｇ154－01 

 ２ 指定する起終点 

    世田谷区給田一丁目619番１地先

無番から624番２地先無番まで 

 ３ 用途 

    区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第35号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179

条第１項の規定により専決処分した次の予

算について、 同法第219条第２項の規定に基

づき別添のとおり公表する。 

  令和６年１月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 令和５年度世田谷区一般会計補正予算

（第５次） 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第36号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月22日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月22日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区給田二丁目333番８ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  3.30メートル 

    幅 員  0.16メートルから 

         0.19メートルまで 

    面 積  0.58平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月22日 

                    

◎世田谷区告示第37号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月22日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月22日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北烏山九丁目2007番36地

先無番 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.95メートル 

    幅 員  0.57メートル 

    面 積  0.54平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月22日 

                    

◎世田谷区告示第38号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の取消しをした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定取消番号  第2927号 

 ２ 指定取消年月日 令和６年１月22日 

 ３ 指定取消の位置 世田谷区桜上水二

丁目201番２の一

部、201番５の一部 

 ４ 道路の幅員   4.54メートル 

 ５ 道路の延長   9.67メートル 

 ６ 申請者氏名   株式会社飯田産業 

           代表取締役 築地 

重彦 

                    

◎世田谷区告示第39号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路 

管理課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水四丁目429番63の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.19メートル 

    幅 員  0.18メートルから 

         0.19メートルまで 

    面 積  1.74平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月23日 

                    

◎世田谷区告示第40号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和６年１月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水四丁目429番63の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.07メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  0.01平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第41号 

 新型コロナワクチンの集団接種終了に伴

うリサイクル資源の売払代金の徴収の事務

令和６年２月20日（第755号）
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については、地方自治法施行令（昭和22年

政令第16号）  第158条第１項の規定に基づき、

次のとおり委託したので告示する。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 委託した相手方 

  ⑴ 名 称 株式会社井上 

  ⑵ 所在地 東京都世田谷区八幡山二

丁目11番６号 

 ２ 委託期間 

    令和６年１月10日から同年３月31

日まで 

                    

◎世田谷区告示第42号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和６年１月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    杉並区上高井戸三丁目325番15の

内から325番18の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  24.91メートル 

    幅 員  0.19メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  5.34平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第43号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上用賀五丁目201番１か

ら200番２まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.85メートル 

    幅 員  0.25メートル 

    面 積  3.71平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第44号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区宇奈根二丁目181番３ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  16.48メートル 

    幅 員  1.25メートル 

    面 積  20.70平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第45号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢四丁目13番12の内 

 ３ 変更の区域 

    面 積  1.49平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第46号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ585－04 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢四丁目13番12の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.44メートル 

    幅 員  0.39メートルから 

         0.41メートルまで 

    面 積  3.02平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第47号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    22－Ｄ106－09 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区赤堤五丁目484番29の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.99メートル 

    幅 員  0.17メートルから 

         0.32メートルまで 

    面 積  3.12平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第48号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示49号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第50号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり道路の位置の指定の変更

をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定変更番号  第2926号 

 ２ 指定変更年月日 令和６年１月24日 

 ３ 指定変更の位置 世田谷区砧八丁目

91番４の一部 

 ４ すみ切りの廃止 2.00メートル 

 ５ 申請者氏名   貴志 勝彦 

                    

◎世田谷区告示第51号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬四丁目795番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.33メートル 

    幅 員  0.48メートルから 

         0.67メートルまで 

    面 積  4.55平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月26日 

                    

◎世田谷区告示第52号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月29日から

令和６年２月20日（第755号）
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については、地方自治法施行令（昭和22年

政令第16号）  第158条第１項の規定に基づき、

次のとおり委託したので告示する。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 委託した相手方 

  ⑴ 名 称 株式会社井上 

  ⑵ 所在地 東京都世田谷区八幡山二

丁目11番６号 

 ２ 委託期間 

    令和６年１月10日から同年３月31

日まで 

                    

◎世田谷区告示第42号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和６年１月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    杉並区上高井戸三丁目325番15の

内から325番18の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  24.91メートル 

    幅 員  0.19メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  5.34平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第43号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上用賀五丁目201番１か

ら200番２まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.85メートル 

    幅 員  0.25メートル 

    面 積  3.71平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第44号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区宇奈根二丁目181番３ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  16.48メートル 

    幅 員  1.25メートル 

    面 積  20.70平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第45号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢四丁目13番12の内 

 ３ 変更の区域 

    面 積  1.49平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第46号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ585－04 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢四丁目13番12の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.44メートル 

    幅 員  0.39メートルから 

         0.41メートルまで 

    面 積  3.02平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第47号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    22－Ｄ106－09 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区赤堤五丁目484番29の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.99メートル 

    幅 員  0.17メートルから 

         0.32メートルまで 

    面 積  3.12平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月24日 

                    

◎世田谷区告示第48号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示49号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第50号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり道路の位置の指定の変更

をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定変更番号  第2926号 

 ２ 指定変更年月日 令和６年１月24日 

 ３ 指定変更の位置 世田谷区砧八丁目

91番４の一部 

 ４ すみ切りの廃止 2.00メートル 

 ５ 申請者氏名   貴志 勝彦 

                    

◎世田谷区告示第51号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬四丁目795番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.33メートル 

    幅 員  0.48メートルから 

         0.67メートルまで 

    面 積  4.55平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月26日 

                    

◎世田谷区告示第52号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月29日から

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 7 － 

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    40－39 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区南烏山四丁目1140番３地

先無番から1140番２地先無番まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.06メートル 

    幅 員  2.39メートルから 

         2.40メートルまで 

    面 積  26.57平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月29日 

                    

◎世田谷区告示第53号 

 区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和６年１月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 番号 

    42－Ｚ074 

 ２ 区間 

    世田谷区南烏山四丁目1139番１地

先無番から1141番２地先無番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和６年１月29日 

                    

◎世田谷区告示第54号 

 区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和６年１月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 番号 

  ⑴ 42－Ｚ136 

  ⑵ 42－Ｚ137 

 ２ 区間 

  ⑴ 世田谷区南烏山四丁目1141番２地

先無番 

  ⑵ 世田谷区南烏山四丁目1140番５地

先無番から1140番４地先無番まで 

 ３ 用途 

  ⑴ 区管理水路 

  ⑵ 区管理水路 

                    

◎世田谷区告示第55号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   ひばりデイサー

ビス小田急相模

原 

 ２ 事業所の所在地  神奈川県座間市

相模が丘四丁目

63番７号ガーデ

ンテラス小田急

相模原３階 

 ３ 事業者の名称   シマダリビング

パートナーズ株

式会社 

 ４ 廃止届受理年月日 令和６年１月９

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第56号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   デイサービス太

陽スポーツ館永

福 

 ２ 事業所の所在地  東京都杉並区大

宮一丁目３番12

号ギャレリア杉

並 

 ３ 事業者の名称   有限会社メディ

カル・ケア・サ

ービス山中 

 ４ 廃止届受理年月日 令和６年１月15

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第57号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項及び第115条の15第２項の規

定による指定地域密着型サービス事業及び

指定地域密着型介護予防サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第78条の11第

２号及び第115条の20第２号の規定により告

示する。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   鎌田ケアセンタ

ー 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

鎌田三丁目35番

１号 

 ３ 事業者の名称   社会福祉法人古

木会 

 ４ 廃止届受理年月日 令和６年１月16

日 

 ５ サービスの種類  認知症対応型通

所介護及び介護

予防認知症対応

型通所介護 

                    

◎世田谷区告示第58号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項及び第115条の15第２項の規

定による指定地域密着型サービス事業及び

指定地域密着型介護予防サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第78条の11第

２号及び第115条の20第２号の規定により告

示する。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   成城ケアセンタ

ー 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

成城六丁目13番

17号 

 ３ 事業者の名称   社会福祉法人古

木会 

 ４ 廃止届受理年月日 令和６年１月16

日 

 ５ サービスの種類  認知症対応型通

所介護及び介護

予防認知症対応

型通所介護 

                    

◎世田谷区告示第59号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和６年１月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   さくらふじ 

 ２ 事業所の所在地  東京都中野区中

野二丁目21番６

号 

 ３ 事業者の名称   株式会社さくら

ふじ 

 ４ 廃止届受理年月日 令和６年１月16

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第60号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和６年１月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    12－Ｇ129 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林二丁目504番22 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.78メートル 

    幅 員  1.02メートルから 

         1.06メートルまで 

    面 積  6.32平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和６年１月31日 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第１号 

 次の表に記載する者に対する川口都市計

令和６年２月20日（第755号）

－ 7－



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 8 － 

画事業戸塚南部特定土地区画整理事業施行

者川口市戸塚南部特定上地区画整理組合が

発した土地区画整理法（昭和29年法律第119

号）第103条第１項の規定による換地処分の

通知に係る書類は、送付した書類の受領を

拒まれたため、これを送付することができ

ないので、  同法第133条第１項及び第２項に

おいて準用する同法第77条第５項の規定に

より、書類の送付にかえて、通知の内容が

令和６年１月16日から同月26日までの間、

埼玉県川口市戸塚南３丁目22番１号（川口

市立戸塚スポーツセンター）所在の掲示場

に掲示されている。 

  令和６年１月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 
◎世田谷区公告第２号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

宇奈根三丁目 

 35番１ 

 35番８ 

 35番９ 

 35番10 

 35番11 

 35番12 

 35番13 

 35番14 

東京都西東京市 

東伏見三丁目６番19

号 

タクトホーム株式会

社 

代表取締役 小寺 

一裕 

                    

◎世田谷区公告第３号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

千歳台二丁目 

 751番３ 

東京都新宿区 

西新宿二丁目６番１

号 

新宿住友ビル31階 

アグレ都市デザイン

株式会社 

代表取締役 大林 

竜一 

                    

◎世田谷区公告第４号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

上祖師谷二丁目 

 394番１ 

東京都杉並区 

阿佐ヶ谷北一丁目46

番４号 

 395番１ 

 395番５ 
信友商事株式会社 

代表取締役  熊谷 

淳 

                    
◎世田谷区公告第５号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

奥沢七丁目 

 85番２ 

 85番９ 

 85番10 

 85番２先無番 

東京都渋谷区 

道玄坂一丁目21番１

号 

東急不動産株式会社 

代表取締役 星野 

浩明 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和６年１月26日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第１号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則

の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則

（令和５年11月世田谷区教育委員会規則第

19号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える改正規定を

次のように改める。 

  別表第１に次のように加える。 

日勤講師 区立の小・中学校における児

童及び生徒の授業等の指導、

進路指導、生活指導その他の

教育に係る指導に関するこ

と。 

副校長補

佐 

副校長の業務の支援に関する

こと。 

 別表第２に次のように加える改正規定を

次のように改める。 

  別表第２に次のように加える。 

日勤講師 別表第１に掲げる日勤講師の

職務を遂行するために必要な

知識及び経験を有すると認め

られる者 

副校長補

佐 

別表第１に掲げる副校長補佐

の職務を遂行するために必要

な知識及び経験を有すると認

められる者 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第１号 

 世田谷区選挙管理委員会事務局処務規程

（昭和46年７月世田谷区選挙管理委員会告

示第50号）の一部を次のように改正する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区選挙管理委員会 

 第１条中「事務執行」を「事務等」に改

める。 

 第２条第１項中「事務局の」を「世田谷

区選挙管理委員会事務局（以下「事務局」

という。）の」に改める。 

 第６条を第７条とし、第５条を第６条と

し、第４条を第５条とし、第３条第５号中

「前各号」の次に「に掲げるもの」を加え、

同条を第４条とし、第２条の次に次の１条

を加える。 

（掌理事務） 

第３条 事務局の掌理事務は、次のとおり

とする。 

 ⑴ 委員会に関すること。 

 ⑵ 選挙、国民投票等の執行管理に関す

ること。 

 ⑶ 選挙人名簿、投票人名簿及び在外選

挙人名簿に関すること。 

 ⑷ 選挙の啓発に関すること。 

 ⑸ 世田谷区明るい選挙推進協議会に関

すること。 

 ⑹ 検察審査員候補者予定者名簿及び裁

判員候補者予定者名簿の調製に関する

こと。 

 ⑺ 直接請求に関すること。 

 ⑻ 事務局の庶務に関すること。 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、局長が

必要と認めること。 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第１号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第６回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和６年１月24日 

    世田谷区農業委員会会長 

書類の送付を受けるべき者 

 氏        名  荒木 啓介 

 住所（又は最後の住所） 東京都世田谷区北沢二丁目27番11号 ラ ヴェルデ 下北303 

                    

令和６年２月20日（第755号）

－ 8－



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 8 － 

画事業戸塚南部特定土地区画整理事業施行

者川口市戸塚南部特定上地区画整理組合が

発した土地区画整理法（昭和29年法律第119

号）第103条第１項の規定による換地処分の

通知に係る書類は、送付した書類の受領を

拒まれたため、これを送付することができ

ないので、  同法第133条第１項及び第２項に

おいて準用する同法第77条第５項の規定に

より、書類の送付にかえて、通知の内容が

令和６年１月16日から同月26日までの間、

埼玉県川口市戸塚南３丁目22番１号（川口

市立戸塚スポーツセンター）所在の掲示場

に掲示されている。 

  令和６年１月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 
◎世田谷区公告第２号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

宇奈根三丁目 

 35番１ 

 35番８ 

 35番９ 

 35番10 

 35番11 

 35番12 

 35番13 

 35番14 

東京都西東京市 

東伏見三丁目６番19

号 

タクトホーム株式会

社 

代表取締役 小寺 

一裕 

                    

◎世田谷区公告第３号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

千歳台二丁目 

 751番３ 

東京都新宿区 

西新宿二丁目６番１

号 

新宿住友ビル31階 

アグレ都市デザイン

株式会社 

代表取締役 大林 

竜一 

                    

◎世田谷区公告第４号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

上祖師谷二丁目 

 394番１ 

東京都杉並区 

阿佐ヶ谷北一丁目46

番４号 

 395番１ 

 395番５ 
信友商事株式会社 

代表取締役  熊谷 

淳 

                    
◎世田谷区公告第５号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和６年１月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

奥沢七丁目 

 85番２ 

 85番９ 

 85番10 

 85番２先無番 

東京都渋谷区 

道玄坂一丁目21番１

号 

東急不動産株式会社 

代表取締役 星野 

浩明 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和６年１月26日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第１号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則

の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則

（令和５年11月世田谷区教育委員会規則第

19号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える改正規定を

次のように改める。 

  別表第１に次のように加える。 

日勤講師 区立の小・中学校における児

童及び生徒の授業等の指導、

進路指導、生活指導その他の

教育に係る指導に関するこ

と。 

副校長補

佐 

副校長の業務の支援に関する

こと。 

 別表第２に次のように加える改正規定を

次のように改める。 

  別表第２に次のように加える。 

日勤講師 別表第１に掲げる日勤講師の

職務を遂行するために必要な

知識及び経験を有すると認め

られる者 

副校長補

佐 

別表第１に掲げる副校長補佐

の職務を遂行するために必要

な知識及び経験を有すると認

められる者 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第１号 

 世田谷区選挙管理委員会事務局処務規程

（昭和46年７月世田谷区選挙管理委員会告

示第50号）の一部を次のように改正する。 

  令和６年１月25日 

世田谷区選挙管理委員会 

 第１条中「事務執行」を「事務等」に改

める。 

 第２条第１項中「事務局の」を「世田谷

区選挙管理委員会事務局（以下「事務局」

という。）の」に改める。 

 第６条を第７条とし、第５条を第６条と

し、第４条を第５条とし、第３条第５号中

「前各号」の次に「に掲げるもの」を加え、

同条を第４条とし、第２条の次に次の１条

を加える。 

（掌理事務） 

第３条 事務局の掌理事務は、次のとおり

とする。 

 ⑴ 委員会に関すること。 

 ⑵ 選挙、国民投票等の執行管理に関す

ること。 

 ⑶ 選挙人名簿、投票人名簿及び在外選

挙人名簿に関すること。 

 ⑷ 選挙の啓発に関すること。 

 ⑸ 世田谷区明るい選挙推進協議会に関

すること。 

 ⑹ 検察審査員候補者予定者名簿及び裁

判員候補者予定者名簿の調製に関する

こと。 

 ⑺ 直接請求に関すること。 

 ⑻ 事務局の庶務に関すること。 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、局長が

必要と認めること。 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第１号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第６回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和６年１月24日 

    世田谷区農業委員会会長 

書類の送付を受けるべき者 

 氏        名  荒木 啓介 

 住所（又は最後の住所） 東京都世田谷区北沢二丁目27番11号 ラ ヴェルデ 下北303 

                    

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 9 － 

 宍 戸 幸 男 

 １ 開催日時 令和６年１月31日（水） 

午後３時00分 

 ２ 開催場所 区役所第２庁舎第５委員

会室 

 ３ 審議事項 

  ⑴ 第１号議案 農地法に基づく許可

申請について 

  ⑵ 第２号議案 農地法に基づく転用

届出について 

  ⑶ 第３号議案 その他の事項につい

て 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199

条第１項、第２項及び第４項の規定により

実施した令和５年度定期監査の結果に関す

る報告を、同条第９項の規定に基づき、公

表する。 

  令和６年１月18日 

世田谷区監査委員 田 中 文 子 

同        中 根 秀 樹 

同        下 山 芳 男 

同        髙 橋 昭 彦 

 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 9－



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 10 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 10 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 10 － 

  

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 11 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 11 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 12 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 12 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 12 － 

  

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 13 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 13 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 14 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 14 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 14 － 

  

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 15 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 15 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 16 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 16 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 16 － 

  

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 17 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 17 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 18 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 18 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 18 － 

  

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 19 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 19 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 20 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 20 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 20 － 

  

 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 21 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 21 －



 

 

令和６年２月20日（第755号） 

－ 22 － 

  

令和６年２月20日（第755号）

－ 22 －
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